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第
四
条
の
見
出
し
中
「
広
報
広
聴
主
管
室
長
」
を
「
広
報
広
聴
主
管
課
長
」
に
改
め
、
同
条
第
一
項
中
「

各
部
（
会
計
管
理
局
」
を
「
各
局
（
会
計
管
理
部
及
び
危
機
管
理
監
」
に
、
「
各
部
に
広
報
広
聴
主
管
室
長

」
を
「
各
局
に
広
報
広
聴
主
管
課
長
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
広
報
広
聴
主
管
室
長
」
を
「
広
報
広
聴

主
管
課
長
」
に
、
「
各
部
の
長
（
会
計
管
理
局
に
あ
っ
て
は
、
会
計
管
理
局
長
」
を
「
各
局
の
長
（
会
計
管

理
部
に
あ
っ
て
は
会
計
管
理
部
長
、
危
機
管
理
監
に
あ
っ
て
は
危
機
管
理
監
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
を
次

の
よ
う
に
改
め
る
。 

３ 

広
報
広
聴
主
管
課
長
は
当
該
課
長
が
属
す
る
局
の
長
及
び
総
務
管
理
部
長
等
（
会
計
管
理
部
に
あ
っ
て

は
会
計
管
理
部
長
、
危
機
管
理
監
に
あ
っ
て
は
危
機
管
理
監
、
総
務
局
に
あ
っ
て
は
秘
書
広
報
部
長
、
企

画
振
興
局
に
あ
っ
て
は
政
策
企
画
部
長
、
都
市
部
に
あ
っ
て
は
都
市
技
術
総
括
監
、
企
業
局
に
あ
っ
て
は

事
務
部
長
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
を
、
広
報
広
聴
主
任
は
当
該
広
報
広
聴
主
任
が
属
す
る
局
の
広
報
広

聴
主
管
課
長
及
び
当
該
局
内
の
各
課
の
長
を
補
佐
し
て
、
当
該
局
の
所
管
に
属
す
る
広
報
広
聴
事
務
の
推

進
に
当
た
る
。 

 

第
五
条
第
三
項
中
「
総
務
部
長
」
を
「
総
務
局
長
」
に
改
め
、
同
条
第
四
項
中
「
総
務
管
理
局
長
等
」
を

「
総
務
管
理
部
長
等
」
に
改
め
る
。 

 

第
六
条
第
二
項
中
「
広
報
広
聴
主
管
室
長
」
を
「
広
報
広
聴
主
管
課
長
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
中
「
秘

書
広
報
局
長
」
を
「
秘
書
広
報
部
長
」
に
改
め
る
。 

 

第
七
条
第
二
項
中
「
広
報
室
長
及
び
行
政
情
報
室
長
並
び
に
」
を
「
広
報
広
聴
課
長
及
び
」
に
改
め
、
同

条
第
三
項
中
「
広
報
室
長
」
を
「
広
報
広
聴
課
長
」
に
改
め
る
。 

 

第
八
条
中
「
総
務
部
長
」
を
「
総
務
局
長
」
に
、
「
関
係
各
室
」
を
「
関
係
各
課
」
に
改
め
る
。 
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附 

則 
こ
の
訓
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。 


